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【Ⅰ 現状・課題】 

 障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えると 

ともに、障害者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応する 

こができる地域生活支援拠点等の整備を促進することが求められています。強度行動障害

のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚いケアなど、

その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせて、支援

員のスキルを向上させる取組が必要です。 

重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）でも、自宅や住み慣れた地域での生活を

望む場合、できる限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の

確保が必要です。しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケ

アを必要とする人の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室（ＮＩＣＵ）から退院す

る場合、現状では、家族や関係者に十分な知識がなく、在宅生活への不安が増したり、退

院時に関わる専門職種と在宅での必要な支援とのマッチングが不十分という状況がみられ

ることから、在宅生活の円滑なスタートに向けた支援が求められています。また、医療的ケア

が必要な障害のある人や子どもが、在宅で訪問介護等を利用して家族と生活する場合に必

要となる、医療型短期入所事業所が不足していることや、福祉型短期入所事業所では、職

員の喀痰
かくたん

吸引技術の取得や看護師等の専門職員の配置の問題により、受入が進んでいな

いなどの意見もあり、レスパイトのための短期入所施設の整備や家族等への支援が必要で

す。 

児童福祉法の改正に伴う経過措置が平成３２年度末に終了する見込みであることから、 

１８歳以上の障害のある人が入所している福祉型障害児入所施設は、それまでに１８歳以上

の障害のある人の転所や地域移行等を進める必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動障

害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する研修

事業」の成果や課題を踏まえ、支援のあり方等について、引き続き、検討を進めるととも

に、その成果、研修効果の県全域への普及を図ります。 

市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営

に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介、また、現

状や課題等を把握し、共有するなど継続的な支援を行っていきます。拠点等の整備に 

１入所施設等から地域生活への移行の推進 

（４）重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進 

素案 
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当たって、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、社会福祉施設等施設整備費 

補助金を活用します。地域生活支援拠点の制度について周知するとともに、地域移行 

の可能な人への支援のあり方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等

支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行で

きるよう取り組みます。 

あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施し、受入れを行う施設のケ 

アの質の向上を図り症状の軽減を支援するとともに、既存のグループホームが強度行

動障害のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助対象の拡大を検討し

ます。 

また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受

けられるよう、訪問看護師の育成研修やコーディネーターとしての相談支援専門員の育

成を図ります。 

  なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態によ

る事業ができるよう市町村に働きかけを行います。 

 

② 重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）の支援の充実を図るため、在宅で生活 

している重症心身障害の状態にある人を受入れることが可能な短期入所事業所をはじ

め、生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。重度・重複障害のある

人の地域生活の継続を支援するため、「強度行動障害短期入所特別支援事業」を引き

続き実施し、家族等の負担の軽減に努めます。 

 

③ 福祉型障害児入所施設に入所している 18 歳以上の障害のある人については、支援

主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議を

早期に開催することにより、入所者の特性に応じてグループホーム、障害者支援施設

等への円滑な移行を図ります。なお、移行に伴うグループホームの整備については、関

係法人等への働きかけや対応について検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

 
強度行動障害のある人を

支援している施設等の数 
    

 ※強度行動障害のある方を正確に把握することが困難であるため削除する。 

８ 

「強度行動障害のある方

の支援者に対する研修事

業」受講者数（累計） 

６４ ８０ ９６ １１２ 
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重症心身障害児者対応可

能な通所施設設置箇所数 
    

   ※重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス 

   事業所を各市町村に１か所以上設置する基本指針が定められたことから 

   ここでの掲載は削除する。主な施策７に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が身近な地域で生活できるよう、障害の特性、障害の重度・重複化及び障

害のある人の生活実態等に対応できるきめ細かな支援が必要です。近年、障害福祉サービ

スの利用者も着実に増加しており、多様なニーズに適切に対応できる質の高い福祉・介護・

保健・医療従事者等の養成と確保が課題となっております。一方、介護職に従事していない

介護福祉士等の有資格者が多いことが指摘されており、介護職の人材確保に向けた環境

整備が必要です。 

 県内の医師、看護師等の人材については、平成２６年末現在、本県の医師、看護職員数

は、実人数で、医師が１１，３３７人（全国８位）、看 護職員が５５，７５９人（全国第９位）です。

しかし、人口１０万人当たりでは、医師１８２．９人（全国第４５位、全国２３３．６)、看護職員８９

４．２人（全国第４５位、全国１２２８．７）であり、全国平均を下回っています。 

 また、平成２５年度に実施した「千葉県医師・看護職員長期需要調査」の結果では、平成

３７年の医師の不足見込数は最大で１，１７０人、看護職員は最大で１５，１５０人であり、県内

での就業や定着に向けた支援が必要です。 

また、リハビリテーションに携わる医師の確保にあたっては、あわせて、理学療法士（ＰＴ）、

作業療法士（ＯＴ）、視能訓練士（ＯＲＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）などのリハビリテーション専門職

の充実やリハビリテーション専門職をコーディネートする人材の育成が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 福祉・介護人材について、障害のある人のニーズ、障害特性に応じたサービスが提 

供できる体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の人材養成

に努め、必要となる人材の確保を図るとともに、資質向上に努めます。 

障害のある人に対するホームヘルパーの人材を育成するため、ホームヘルパーとし

て従事するために必要な介護職員初任者研修を行う事業所を指定するとともに、障害

８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（１）人材の確保・定着 
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特性に応じた介護者の養成研修及びスキルアップ研修を推進して、利用者のニーズに

応えられる人材の確保に努めます。また、社会福祉士及び介護福祉士について、社会

福祉法人千葉県社会福祉協議会では、養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付

けや、平成２８年度から離職した介護人材の再就職準備金の貸付け制度を創設すると

ともに、福祉人材センターでは、福祉施設での就職を希望する人に無料で職業を紹介

する福祉人材バンク事業を引き続き実施し、人材確保に努めます。 

 

② 福祉の人材の定着・離職防止を図るため、福祉・介護人材確保定着事業（メンタルヘ

ルスサポート事業）で行う、介護職員等の抱える業務上の悩みなどに対するアドバイザ

ーによる相談窓口の紹介等について今後も当該事業の積極的な活用を図ります。 

 

③ 地域の実情に合った福祉・介護人材の確保・定着対策を効果的に実施するため、

引き続き、県・市町村をはじめ、社会福祉施設・事業所、教育機関等で構成する

「千葉県福祉人材確保・定着地域推進協議会」を設置するとともに、研修や合同

面接会の実施への助成を行います。 

 

④ 医師・看護職員の人材の確保について、養成力の強化、県内就業への誘導、離職防

止、再就業の促進を推進していきます。 

また、リハビリテーションに携わる医師の確保とともに、あわせて必要となるリハビリテ

ーション専門職の就業実態などの把握に努めます。 

 

⑤ 地域リハビリテーションを推進するため、リハビリテーション専門職等を対象に、多様な 

 関係機関の調整ができる人材の育成を引き続き実施します。 

 

⑥ 福祉・介護人材の確保・定着のため、職員等の処遇改善について、事業所の運

営実態を踏まえた検証を行い、所要の措置を講ずるよう国へ要望していきます。  

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

重度訪問介護従事者の養

成（強度行動障害を除く） 
    

 養成人数 ８ ２０ ２０ ２０ 

研修回数 ６ ４ ４ ４ 
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２ 

同行援護従事者の養成     

 
養成人数 ５５５ ５００ ５００ ５００ 

研修回数 ３０ ２５ ２５ ２５ 

  

３ 

強度行動障害支援者の

養成 
    

 
養成人数 １,４２２ ５００ ５００ ５００ 

研修回数 ６ ４ ４ ４ 

 

４ 

ガイドヘルパーの養成     

 
養成人数 １３１ ２００ ２００ ２００ 

研修回数 １１ １５ １５ １５ 

 

５ 

サービス管理責任者の養成     

 
養成人数 ７２０ ６００ ６００ ６００ 

研修回数 １ １ １ １ 

 

６ 

医師及び看護師の確保定着     

 

医師修学資金の貸付

を受けた医師数 
    

養成所卒業生の県内

就業率（％） 
    

看 護 職 員 の 離 職 率

（％） 
    

     ※医療整備課 
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７ 
福祉・介護人材確保対策

事業の事業数 
１３２ １５０ １５０ １５０ 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の社会参加には、日々の生活の支援だけではなく、スポーツや文化活動を

充実し、障害のある人一人ひとりが輝ける場が必要です。このような場は、活躍する障害の

ある人を県民が知ることができることから、障害の理解を図るためにも重要です。 

 東京２０２０パラリンピック競技大会（以下「東京パラリンピック」という。）では、本県でも４競

技が開催されることが決定され、障害者スポーツに対する社会の関心が高まっており、本

県選手の活躍も期待されます。 

本県では、障害のある人のスポーツ・レクリエーションについては、拠点施設である千葉県

障害者スポーツ･レクリエーションセンターの広報活動の強化や指導者の育成を図ってきま

した。また、平成１２年度から、全国障害者スポーツ大会の開催に先駆け、従来の知的障害、

身体障害に分かれたスポーツ大会を統一し、陸上、水泳、団体競技を含めた総合的な大会

として｢千葉県障害者スポーツ大会｣を開催してきました。さらに、全国障害者スポーツ大会

への障害のある人の参加も支援しており、平成２９年度においては７競技に７１人の選手を

派遣し、●●個の金メダルを獲得しました。これは、●●、●●に次ぎ全国第●位の成績で

す。 

障害者スポーツの課題は、競技人口が少ないこと、競技組織が脆弱であること、また、身 

近な地域に利用できる施設と障害のある人のニーズに対応できるスポーツ指導者の養成が

必要であることです。さらに、登録している指導者から気軽に指導を受けられる体制づくりが

必要です。 

東京パラリンピックに向けては、本県選手を１人でも多く輩出するために、障害者競技組

織の体制整備や、有望選手の掘り起こし、また、障害者アスリートを強化する取組へ 

の助成を行っています。 

障害のある人が作成する芸術・文化作品や芸能を発表する場については、県としては、

障害のある人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸術関連行事を後援し、発

表機会の確保と充実に努めてきました。また、障害のある人の催しでなくても、積極的に障

害のある人の芸術・文化作品等の発表の場の確保に努めることも必要です。さらに、２０２０

年に向けた「東京２０２０参画プログラム」や２０２０年以降を見据えた「beyond2020プログラム」

を活用するなどして障害者芸術の更なる振興に努めることも必要です。 

スポーツや文化・芸術活動だけではなく、障害のある人が地域の暮らしに積極的に参加

できるよう、障害の有無を越えて多くの人と交流する機会も必要です。 

気軽に利用できる余暇の場の拡大を図るため、県として、公共施設、民間施設等に障害

（４）スポーツと文化活動に対する支援 
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のある人たちへの利用促進に向けた広報活動を強く働きかけるとともに、その協力を確保す

ることにより、経済的に負担も少なく身近で利用できる余暇の場の拡大を図っていくことが必

要と考えられます。 

これまで、県教育委員会では、障害のある児童・生徒に対して、特別支援学校での学習

の支援等を行ってきた他、学校を卒業した障害のある青年を対象に、さわやかちば県民プ

ラザにおいて、スポーツやレクリエーション、調理、地域との交流等の活動を行う「さわやか

青年教室」を開催するなどして、学びの機会と場を提供してきました。 

 また、各市町村においては、特別支援学校の卒業生の保護者会が支援する障害者サ

ークル活動、ＮＰＯによる障害者スポーツ活動など、障害者の生きがいづくりや社会参加に

向けた活動などが行われており、県ではこれらの活動が県全体に普及する会議や研修の場

などで、働きかけを行っているところです。 

 こうした中、障害者差別解消法の施行も受け、これからは、障害の有無に関わらず、生

涯にわたり、教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しめるよう、本県でも、より一層、

教育施策とスポーツ施策、福祉施策等と連動させながら支援していくことが必要と認識して

います。 

 そこで、県教育委員会では、「障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について

（依頼）」（２９文科生第１３号）を受け、障害者の生涯学習支援の推進に向け、生涯学習課

が国との連絡調整をする窓口となり、特別支援教育課、文化財課、体育課と連携・協働して

取り組んでいくこととしました。今後は、さらに、福祉や労働等の関係部局との連携体制づく

りを進めるとともに、県内市町村の体制整備や取組の促進を図っていく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   東京パラリンピックに向けて、本県選手を一人でも多く輩出するために、障 

害者スポーツの競技団体の整備や、有望選手の掘り起こし、また、障害者アス

リートを強化するための取組への助成等を行います。 

 

②   障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県障害者スポー

ツ・レクリエーションセンターの利用を促進するため、引き続き、利用者のニーズに対

応できる設備の充実等を図るほか、各種情報媒体を活用した広報活動を推進します。

あわせて、周辺施設との連携等によりスポーツ・レクリエーションセンターの拠点として

の機能充実を図るとともに、地域におけるスポーツ施設等の利用促進を図ります。 

 

③  （一社）千葉県障害者スポーツ・レクリエーション協会、障害当事者団体など関係団

体との連携、障害者スポーツ指導者の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目

の拡大・充実、選手への支援強化に取り組み、全国障害者スポーツ大会における本

県選手団のさらなる躍進を目指します。また、千葉県障害者スポーツ大会について、
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障害のある人が幅広く参加できるよう、その内容の充実を図ります。 

 

④  障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導

者の養成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを

楽しめるような仕組みづくりを検討します。 

 

⑤  パラリンピック・デフリンピック・スぺシャルオリンピックス等の世界的規模の障害者ス

ポーツ大会について、表彰制度を活用すること等により、大会の周知・啓発に努め、県

民の理解促進を図ります。 

県立特別支援学校が実施している障害者スポーツを通した交流活動の実践研究に

より、障害者スポーツの普及と心のバリアフリーの推進を図ります。 

 

⑥  特別支援学校の施設を積極的に活用して、障害者スポーツの進展、推進に取り組 

  みり組みます。障害のある人が生涯にわたってスポーツ活動を楽しむための普及・啓 

発を進めるとともに、障害者スポーツを通した地域との交流を推進し、地域への障害者 

スポーツの理解を図ります。 

 

⑦  公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協 

会、公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター、大学等と連携して、子ども 

たちがオリンピアン・パラリンピアンからオリンピック・パラリンピックの意義について学 

び、競技を体験する教室を実施するなど、オリンピック・パラリンピック教育を推進しま 

す。 

 

 ⑧  障害のある人が制作する芸術・文化作品や芸能を発表する場として、障害のある 

 人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸術関連行事を後援し、発表機 

会の確保と充実に努めます。また、東京2020応援プログラムやbeyond2020プログラム 

の活用を促進するとともに、障害のある人が参加しやすい行事が増えるよう、広報・啓 

発活動に努め、障害者芸術の振興を図ります。 

 

  ⑨ 県内の特別支援学校において、児童・生徒等の情操の涵養と芸術活動への参加 

の機運の醸成のため、プロのオーケストラを各校に派遣し、巡回公演を開催します。 

 

  ⑩ 県立美術館・博物館について、「文化にふれ親しむ環境づくり」の取組としてどなた

も使用しやすいトイレの洋式化を進めます。また、観覧支援は、人によるガイダンスや

展示物に触れる体験等を通じて芸術文化へ触れる機会を提供します。 

 なお、今後、映像番組を作成する場合は、字幕を入れるなど聴覚障害のある人への 
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支援を検討します。 

 

  ⑪ 障害の有無に関わらず、県民が生涯にわたり教育や文化、スポーツなどの様々な 

   機会に親しむことができるよう、国の動き等を見ながら生涯学習を支援するための方 

   策を講じていきます。 

 

  ⑫ 障害のある人の切れ目のない学習支援のため、県立特別支援学校等と市町村と 

   の連携を促進し、地域における障害のある人の生涯学習の場を提供する体制（公民

館における障害者青年教室等）を県内に広めていきます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

９ 
障害者スポーツ指導員の

養成者数 
３５ ４０ ４０ ４０ 

10 
障害者スポーツの指導 

者数 
６２８ 

増加を目指

します。 

増加を目指

します。 
増加を目指 

します。 

 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の自己決定には自ら選択した場所に居住し、障害のある人がない人と同じ

ように自立した日常生活及び社会生活を営むことが含まれています。そうした生活ができる

よう、県としては、障害者条例により、障害のある人への合理的な配慮と理解の促進に基づ

く調整、快適で暮らしやすい生活環境の整備に努めています。 

障害のある人や高齢者の外出時の不安を解消し、活動の幅を広げることを目的とした「ち

ばバリアフリーマップ」を県ホームページに掲載し、公共施設など多くの人が利用する施設

のバリアフリー情報を提供しています。 

障害のある人の視点に立ったバリアフリー化の推進のほか、安心して利用できる移動手

段の確保、公共交通機関等における減免・割引制度の充実、身体障害者補助犬制度の普

及や障害のある人や高齢者等が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるためのユニバ

ーサルデザインの理念に基づいた建築物等の整備について、引き続き、普及啓発が必要

です。 

 

（５）住まいとまちづくりに関する支援 
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○公共施設等のバリアフリー化 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）や「千葉県

福祉のまちづくり条例」（まちづくり条例）では、施設の整備について必要な事項を定め、障

害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を促進しバリアフリー化を

進めています。 

バリアフリー法に基づき、都市公園の出入口、園路、休憩所、トイレ及び駐車場、商業施

設及びその駐車場並びに特定路外駐車場のバリアフリー化を促進しています。また、公共

交通機関のバリアフリー整備として、鉄道駅の改札口やプラットホームの改修、段差の解消、

身体障害のある人のためのトイレ設置など旅客施設のバリアフリー化を今後とも進めて行く

必要があります。あわせて、バリアフリー化への努力義務がある既存の商業施設や特定路

外駐車場の管理者に対する制度の理解促進や早期の整備についての働きかけが必要で

す。 

公共交通機関のバリアフリー整備については、鉄道駅のエレベーターやホームドアの整

備、ノンステップバスや福祉タクシー車両の導入などがありますが、事業者の負担や設置ス

ペースなどが課題です。 

県庁舎等の公共施設については、不特定多数の人が利用する施設はおおむねバリアフ

リー化が図られていますが、利用する人の視点に立ち、確認を行うなど機能が維持されるよ

う、管理していく必要があります。 

 

視覚障害のある人などの移動支援のため、音響信号機等などの設置が必要です。 

また、バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の特定道路におけるバリ

アフリー化、障害のある人が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器の LED 化、 

道路標識の高輝度化等を推進していく必要があります。 

 

障害のある生徒等も安心して学校生活を送ることができる環境づくりを推進するため、車

椅子利用等、移動に支障がある生徒等が在籍する学校のエレベーター整備を進めていま

す。また、これまで県立高等学校における多機能型トイレは、校舎の大規模改修や車椅子

を利用する生徒等の入学等と併せて整備しています。 

 

○住まいのバリアフリー化 

公営住宅については、バリアフリー化改修が未実施の公営住宅があり、障害のある人を 

含め、高齢化と相まって身体機能の低下に伴い居住継続が困難となる世帯が増加するこ 

とが想定されます。そのため、公営住宅の整備にあたっては、新築・建替え・修繕・改善に 

合わせてバリアフリー化を実施しており、主に室内の段差解消、手すりの設置などの整備 

を行っています。 

民間住宅のバリアフリー化については、「ちば安心住宅リフォーム推進協議会」と連携し、
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住宅リフォームに関する講習会や相談会を実施しています。また、県ホームページや市町

村窓口等を通じ、住宅リフォーム助成等に関する情報を提供しています。 

 

○こころのバリアフリー化 

まちづくりでのハード面の整備だけでなく、外出先や交通機関等での「周囲のちょっとした

フォロー」や障害の特性に対する周囲の人たちの理解・配慮が重要です。 

このため、参加者が高齢者や障害のある人等の疑似体験や、介助体験、バリアフリ

ー化された施設の体験等をしてもらうことで、高齢者、障害者等の困難を自らの問題

として認識する機会とする、バリアフリー教室を開催しています。 

また、公共機関職員等のための実際的な支援方法として、主に視覚及び聴覚に障害の

ある人に対して行政サービスに支障が生じないよう、「心のバリアフリー」の研修を実施して

います。 

 

○公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進 

障害のある人が、身近な地域で自立した生活を営めるようにするためには、グループホー

ムのほか、一人暮らしを望んでいる障害のある人など、それぞれの人のニーズに応じた住ま

いの場が必要です。 

公営住宅においては、障害のある人の利用促進に向けて、障害のある人の世帯に対し、

一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じています。また、障害のある人の世帯

が申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。 

障害のある人が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に応じる不動

産仲介業者や入居を拒まない住宅を登録（千葉県あんしん賃貸支援事業）し、県ホームペ

ージで情報提供しています。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、障害の

ある人など住宅の確保に特別に配慮を要する人の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に

関する協議などを行っています。 

 

○公共交通機関等の利用の促進 

民間事業者の自主的な取組みとして実施されている障害のある人及び介助者に対する

鉄道運賃、有料道路通行料等の割引・減免制度については、距離制限、車両制限、また、

精神障害を対象としていないものもあり、制度の拡充について関係機関への働きかけが求

められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

○公共施設等のバリアフリー化 

① 障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施設 

等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審査及
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び認定をするとともに、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行いま

す。また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー化に努めま

す。 

県立高等学校のバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能型トイレの整備 

   を進めます。また、疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒のために、特別支 

援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整備します。 
 

② バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、障害のある人や高齢者等が安 

全かつ快適に利用できる施設の整備を促進するために、建築主等に対する指導 

や助言を行います。 

  商業施設や特定路外駐車場のバリアフリー化を促進するため、引き続き制度 

の周知・指導を行うとともに、バリアフリー基準の審査に係る情報提供や相談 

等に適切に対応します。 

 
③ 鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備及びバ

ス事業者におけるノンステップバスやタクシー事業者における福祉タクシー車

両の導入を促進するため、引き続き支援を行います。 
 
④ バリアフリー法に基づく重点整備地区内の主な生活関連経路を構成する道路を 

重点に、音響信号機や高齢者等感応信号機などの「バリアフリー対応型信号機」、 
歩車分離式信号機、信号灯器の LED 化等の設置を推進します。また、横断歩 
道であることを表示する道路標識・標示についても、障害特性に配慮した整備を 
推進します。 

 

  ⑤ バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主 

要な生活関連経路（駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路）において、引き 

続きバリアフリー化を推進していきます。 

    また、視認性に優れた、道路標識の高輝度化を推進していきます。 

 

   ⑥ 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域（ゾー

ン）を設定して、最高速度３０ｋｍ/ｈの区域規制等の対策を効果的に組み合わせ、速

度抑制や通過交通の抑制を図ります。 

 

 ⑦ 河川施設のバリアフリー化については、地域の実情等を踏まえ地域ごとに検 

討します。 
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 ○住まいのバリアフリー化 

①  公営住宅のバリアフリー化を引き続き実施していくほか、更なる高齢社会に向けた

公営住宅の整備・管理のあり方について検討を深めます。 

 

②  民間住宅のバリアフリーについては、住宅リフォームに関する講習会や相談会の

実施、県ホームページや市町村窓口等を通じた情報提供を行います。 

 

○こころのバリアフリー化 

①  「障害者条例」に基づく活動、障害当事者をはじめとする県民が主体となった取組

を進めることにより、「心のバリアフリー」を一層浸透させていきます。また、障害者週間

等を通じて、啓発・広報活動の充実に努めます。また、障害者団体等が行う全県規模

の大会やイベント、地域単位での行事等の開催に対して支援や助言を行います。 

 

②  公共機関職員等に対する障害特性の理解促進を図るため、「心のバリアフリー」

研修について、研修内容を検討し実施していきます。 

    また、バリアフリー法の趣旨を理解するとともに、各自治体等のバリアフリー事業の

一助とするため、市町村職員や県職員等を対象に、バリアフリー教室を実施してい

きます。  

 

○公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進 

①  公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続して

いきます。 

 

②  民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じ

る不動産仲介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、県ホームペ

ージ等で情報提供を行います。 

また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の民間賃貸住宅へ

の円滑な入居の促進に関する協議等を行います。 

 

○公共交通機関等の利用の促進 

①  障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するために、障害のあ

る人に対するＪＲ等鉄道会社の旅客運賃割引については、距離制限を撤廃し、有料道

路通行料金の割引については、車両制限を撤廃するよう関係機関に求めていきます。

また、精神保健福祉手帳に写真が貼付されることとなったことを踏まえ、ＪＲ等旅客運賃、

航空旅客運賃、有料道路通行料金等の割引を広く障害者に適用するよう、各種の機

会を通じて国など関係機関に働きかけていきます。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

11 

障害者駐車場が整備され

ている県立公園 
    

 公園数 １３ １３ １３ １３ 

整備率（％） ９３ ９３ ９３ ９３ 

  

12 

多機能トイレが整備され

ている県立公園 
    

 
公園数 １２ １２ １２ １３ 

整備率（％） ８０ ８０ ８０ ８７ 

  

13 
主要駅エレベーター・エス

カレーターの整備率（％） 
９４．９ ９６．０ ９８ １００ 

 

14 
乗合バス車両のノンステ

ップバスの導入率（％） 
５４．７ ６２．４ ６６．２ ７０．０ 

 

15 
県営住宅のうちバリアフリ

ー化された住宅数 
４,５０８ ４,５９８ ４,７０６ ４,７９６ 

 

16 
障害者等の住宅確保要

配慮者向け住宅登録戸数 
― 

増加を目

指します 

増加を目

指します 

増加を目

指します 

 

17 
タクシー車両のうち、福祉 

タクシーの導入台数 
― ２２０ ３３０ ４４０ 

 

18 

居住支援協議会を自ら設

立し、又はこれに参画す

る市町村の割合 

３７ 
増加を目

指します 

増加を目

指します 

増加を目

指します 
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19 
一定の旅客施設のバリア

フリー化段差解消（％） 
９４．９ ９６．０ ９８．０ １００．０ 

   


